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豊橋市奨学金返還支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊橋市補助金等交付規則（平成７年豊橋市規則第８号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、豊橋市奨学金返還支援補助金（以下「補助金」という。）の

交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、市内に事業所を置く中小事業者等に就職した者が大学等に在学中に貸

与を受けた奨学金について、市及び事業者が一体となって当該奨学金の返還を支援すること

により、地域産業を支える中小事業者等の人材の確保を図り、もって本市における定住促進

及び中小事業者等の経営基盤の強化に資することを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 大学等 学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に規定する大学（同法第97条に規

定する大学院を含む。）、同法第108条に規定する短期大学、同法第115条に規定する高等

専門学校、同法第124条に規定する専修学校（修業年限２年以上の専門課程及び高等課程

に限る。）、同法第50条に規定する高等学校、同法第63条に規定する中等教育学校の後期

課程及び同法第72条に規定する特別支援学校の高等部をいう。 

(２) 中小事業者等 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する者

又は中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）第３条第１項に規定する

団体をいう。 

(３) 対象事業者 市内に事業所を有する中小事業者等で、次条に規定する登録を受けた中

小事業者等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条

第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項

に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営むもの 

イ 統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業

分類に掲げる、小分類766－バー、キャバレー、ナイトクラブに該当する事業を営むも

の 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が役員となっているもの 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は

暴力団員と密接な関係を有するもの 

(４) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金 

イ 地方公共団体が貸与する奨学金 

ウ その他市長が認めるもの 

(５) 正規雇用 次のいずれにも該当する雇用形態をいう。 

ア 期間の定めのない雇用であること。 

イ １週間の所定労働時間が同一事業所に雇用されている通常の労働者（短時間労働者の

雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第76号）第２条に規定する通常の労働者
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をいう。）と同等の労働契約を締結し、かつ、１週間の所定労働時間が30時間以上であ

ること。 

ウ 雇用保険の一般被保険者として雇用されていること。 

エ 公的年金及び健康保険に加入していること。 

（対象事業者の登録等） 

第４条 市内の中小事業者等であって、その雇用する従業員に補助金を受けさせようとする場

合は、あらかじめ対象事業者として市の登録をしなければならない。 

２ 前項の登録を受けようとする中小事業者等は、豊橋市奨学金返還支援補助金対象事業者登

録申請書（様式第１）を当該登録内容が確認できる書類を添付して市長に提出しなければな

らない。この場合において、第９条の規定による企業協力金を納付しようとする中小事業者

等は、当該申請書等を提出するとともに、企業協力金納付同意書（様式第１の２）を併せて

提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調

査等を行い、対象事業者として適正であると認めたときは、豊橋市奨学金返還支援補助金対

象事業者登録通知書（様式第２）により、前項の規定による申請をした中小事業者等へ通知

するものとする。 

（補助対象者） 

第５条 この補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次に

掲げる要件（以下「補助対象要件」という。）のいずれにも該当し、かつ、次条に規定する

登録（以下「補助対象者登録」という。）を受けた者とする。 

(１) 大学等を卒業し、対象事業者へ就職した者であること。 

(２) 就職した日における年齢が35歳未満であること。 

(３) 大学等在学中に奨学金の貸与を受け、その返還金の滞納がないこと。 

(４) 市内に住所を有する者であること。 

(５) 市内に所在する事業所に勤務していること（市内に本店を有する対象事業者に就職し

た者及び補助対象者登録後に転勤となった者は、勤務地が市外に所在する事業所である場

合を含む。）。 

(６) 本市に納付すべき市税（市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税及び鉱産税）

を滞納していないこと。 

（補助対象者登録及び報告） 

第６条 この補助金の交付を受けようとする者は、豊橋市奨学金返還支援補助金補助対象者登

録申請書（様式第３）に次に掲げる書類を添付して、対象事業者の事業所に就職した年の翌

年度の７月末日までに就職先の対象事業者を経由して市長に提出し、補助対象者の登録を受

けなければならない。 

(１) 住民票の写し 

(２) 労働条件等を明示した雇用契約書等の写し 

(３) 大学等の卒業証明書等の写し 

(４) 奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し 

(５) 雇用保険、公的年金及び健康保険に加入していることを証明する書類の写し 

(６) その他市長が必要と認める書類 

２ 対象事業者は、前項の申請書の提出を受けたときは、豊橋市奨学金返還支援補助金対象者

報告書（様式第４）により、速やかに市長に当該申請について報告をしなければならない。 
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３ 市長は、前２項による申請及び報告があったときは、その内容を審査し、補助対象者とし

て適正であると認めたときは、豊橋市奨学金返還支援補助金対象者登録通知書（様式第５

号）により第１項の規定による申請を行った者に通知するものとする。 

（補助対象期間） 

第７条 この補助金の対象とする期間（以下「補助対象期間」という。）は、奨学金の返還開

始日が属する月から起算して３年間とする。ただし、補助対象者登録が返還開始日以後の場

合は補助金交付申請年度の４月又は就職日の属する月のいずれか遅い月から起算して３年間

とする。 

２ 補助対象期間中に補助対象者の要件を喪失した者が、再び補助対象者登録を行う場合には、

最初の補助対象者登録の際に適用された補助対象期間をそのまま引き継ぐものとする。 

（補助金の額及び交付方法等） 

第８条 補助対象期間内における補助金の額は、月額１万５千円とし、毎年２月末日時点（以

下「補助基準日」という。）での補助対象要件を確認した上で、前年度の補助基準日の翌月

から当年度の補助基準日の属する月までに奨学金を返還した月数を乗じて得た額を交付する

ものとする。ただし、補助基準日の属する月において、奨学金の返還に係る口座振替の日が

金融機関の休業日に当たり、補助基準日の翌日に口座振替がされたときは、補助基準日の属

する月に返還されたものとみなす。 

２ 前項の規定にかかわらず、奨学金の返還総額が補助対象期間に月額１万５千円を乗じた金

額より低い場合は、奨学金の返還総額を補助対象期間で除した金額（100円未満切り捨て）

を月額の補助金の額とする。 

３ 前２項の規定による補助金は、市が負担することとし、対象事業者は当該補助金の２分の

１の範囲内で企業協力金を納付することができる。 

（企業協力金の納付） 

第９条 市長は、毎年７月末時点において補助対象者登録をしている対象事業者について、前

条第２項に規定する対象事業者が企業協力金を納付する場合における金額（以下「企業協力

金対象額」という。）を算出し、豊橋市奨学金返還支援補助金対象者通知書兼企業協力金対

象額通知書（様式第６）により、対象事業者へ当該年度の企業協力金対象額を通知するもの

とする。 

２ 対象事業者は、企業協力金を納付しようとする場合であって、前項の通知を受けたときは、

納入通知書により、納期限までに企業協力金対象額を納入することができる。 

（交付の申請等） 

第10条 規則第４条第１項の規定による補助金の交付の申請は、豊橋市奨学金返還支援補助金

交付申請書（様式第７）に次の各号に掲げる書類を添付して毎年３月１日から３月20日まで

の間に行わなければならない。 

(１) 奨学金の返還が確認できる書類 

(２) 住民票の写し 

(３) 在職証明書（様式第８） 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請ができる者は、当該年度の７月末日現在で補助対象者登録されてい

る者とする。 

（交付の決定及び額の確定） 

第11条 規則第５条の規定による交付決定通知及び規則第11条の規定による交付額確定通知は、
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豊橋市奨学金返還支援補助金交付決定・確定通知書（様式第９）によるものとする。 

（企業協力金対象額の還付） 

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定及び額の確定において、その２分の１

の額が既に納付済みの企業協力金対象額を下回るときは、その差額を豊橋市奨学金返還支援

補助金企業協力金対象額還付通知書（様式第10）により通知し、還付しなければならない。 

２ 対象事業者は、前項の規定による通知を受けたときには、豊橋市奨学金返還支援補助金企

業協力金対象額還付請求書（様式第11）により、市長に請求するものとする。 

（対象事業者登録の変更及び廃止） 

第13条 対象事業者は、登録内容に変更があるときは、豊橋市奨学金返還支援補助金対象事業

者登録変更・廃止届出書（様式第12）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の届出により対象事業者に該当しないと認めるときは、登録を廃止し、豊橋

市奨学金返還支援補助金対象事業者登録廃止通知書（様式第13）により当該対象事業者に対

し通知するものとする。 

（補助対象者登録の変更及び喪失） 

第14条 補助対象者は、登録内容に変更があったときは、豊橋市奨学金返還支援補助金対象者

登録変更・喪失届（様式第14）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出又は職権により補助対象要件に該当しないと認められると

きは当該登録を取り消し、豊橋市奨学金返還支援補助対象者登録喪失通知書（様式第15）に

より当該補助対象者へ通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を交付せ

ず、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(１) この要綱に違反したとき。 

(２) 提出書類又は補助金交付の申請に関して、虚偽の記載があったとき。 

(３) その他市長が適当でないと認めたとき。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則（平成30年３月30日決裁） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行し、同日以後に対象事業者へ就職した者（平成30年

３月中に対象事業者が開催した入社式、研修等により平成30年４月１日以前に当該対象事業者

に就職したとみなされる者を含む。）について適用する。 

 

  附 則（令和２年11月４日決裁） 

この要綱は、令和２年11月４日日から施行する。 

 

  附 則（令和２年12月25日決裁） 

この要綱は、令和1３年１月１日から施行する。 

 

  附 則（令和３年６月１日決裁） 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市奨学金返還支援補助金交付要綱第３条第１項第１号及び第４号の規定は、

令和５年４月１日以降に対象事業者へ就職した者（令和５年３月中に対象事業者が開催し

た入社式、研修等により令和５年４月１日以前に当該対象事業者に就職したとみなされる

者を含む。）について適用し、令和５年３月３１日までに対象事業者へ就職した者につい

ては、なお従前の例による。 

 


